
亀山市議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等に 関 す る

条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ５ 月 ２ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 １ 号  

 

亀 山 市 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関

す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 亀 山 市 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る  

条例施行規則の一部を改正する規則（平成１７年亀山市規則１６号）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

目 次 中 「 第 ３ ２ 条 」 を 「 第 ３ ３ 条 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 中 「 な ら な い 」 の 次 に 「 。 負 傷 し 、 若 し く は 疾 病 に か か っ

た 職 員 又 は 死 亡 し た 職 員 の 遺 族 （ 以 下 「 被 災 職 員 等 」 と い う 。 ） か

ら そ の 災 害 が 公 務 又 は 通 勤 に よ り 生 じ た 旨 の 申 出 が あ っ た 場 合 も 、

同 様 と す る 」 を 加 え る 。  

第 ７ 条 中 「 前 条 の 」 の 次 に 「 規 定 に よ る 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の １

項 を 加 え る 。  

２  実 施 機 関 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 に 係 る 災 害 が 公 務 に よ り 生

じ た も の 又 は 通 勤 に よ り 生 じ た も の の い ず れ で も な い と 認 定 し た

と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 、 被 災 職 員 等 に そ

の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 実 施 機 関 の 長 の 職 氏 名  

（ ２ ） 被 災 職 員 の 氏 名  

（ ３ ） 傷 病 名  

（ ４ ） 災 害 発 生 年 月 日  

（ ５ ） 公 務 上 の 災 害 又 は 通 勤 に よ る 災 害 で な い と 認 定 し た 理 由  

第 ３ ２ 条 を 第 ３ ３ 条 と し 、 第 ３ １ 条 を 第 ３ ２ 条 と し 、 第 ３ ０ 条 の

次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  



（審査の申 立 て の 教 示 ）  

第 ３ １ 条  実 施 機 関 は 、 条 例 又 は こ の 規 則 に 基 づ く 補 償 に 関 す る 通

知 を す る と き は 、 第 ２ ７ 条 に 定 め る と こ ろ に よ り 審 査 の 申 立 て を

す る こ と が で き る 旨 を 教 示 す る も の と す る 。  

様 式 第 １ ２ 号 か ら 様 式 第 １ ４ 号 ま で の 規 定 中 「 第 ３ ２ 条 」 を 「 第

３ ３ 条 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 亀 山 市 立 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学

校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  亀 山 市 立 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学

校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ ８ 年 亀 山 市 規 則 第

６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 中 「 及 び 第 ３ ０ 条 か ら 第 ３ ２ 条 ま で 」 を 「 、 第 ３ ０ 条 、

第 ３ ２ 条 及 び 第 ３ ３ 条 」 に 改 め る 。  


